
 

 

SNS 運用に関する規定 

本年度は各参加団体アカウントの文化祭に関連する SNSの運用を全面的に禁止する。 

SNS 発信を行いたい場合は、本校公式アカウントにより発信することとする。 

そのため、文実執行部の専用 Forms に対象の画像や映像を申請をしてもらい、協議の後、

投稿を行う。 

 

ただし、応募の際は必ず以下の条件を満たすこととする。 

・著作権法に抵触する内容が含まれない（別途資料「著作権について」参照） 

・出演者全員の名前が明記されている 

・出演者全員が年度始めの個人情報提供で許可をおろしている 

・同意がなく、個人情報提供許可をしていない不特定多数が含まれない内容である、も

しくはモザイク処理が徹底されている 

 

個人の SNSアカウント運用においては、著作権に十分配慮すること。文実執行部は一切の

責任を負わないものとする。 

 

公式以外のアカウントによる SNSの制限の理由 

・情報を一箇所に集めることで来場者の検索・確認の利便性を向上させる 

・過去に著作権法違反が多くみられ問題となったことから発信内容の管理を徹底し、炎上

などのトラブルの未然防止や適切な対応体制を実現する 

・個人情報保護の観点から、保護者の承諾および本人の同意の有無を適切に確認する 

 


